
療養病棟について

（参考資料）



一般病床

病院の機能に応じた分類（イメージ）

特定機能病院

ＤＰＣ 療養病床

救命救急

特定集中治療室

脳卒中ケアユニット

ハイケアユニット

医療法上の位置づけ

202施設
6,453病床

592施設
4,307病床

58施設
355病床

68施設
776病床

※１ 一般病床に限る

82施設
64,523病床※１

障害者施設等

816施設
62,116床

回復期リハビリテーション
入院料１
195施設
11,602床

入院料２
716施設
39,066床

特殊疾患
入院料１
84施設
4,251床

入院料２
109施設
7,739床緩和ケア病棟

193施設
3,780病床

5,437施設
700,358病床 3,650施設

211,592床

42施設
2,615病床

入院料1
219施設

10,967病床

入院料2
20施設

1,016病床
1,335施設

188,796病床
819施設

90,382病床
入院料1
373施設

入院料2
62施設

8,022施設、102,064病床
1,247施設

10,443病床

新生児特定
集中治療室

198施設
1,329病床

総合周産期特定
集中治療室

75施設
600病床
781病床 小児入院医療管理料

入院料1
35施設

2,704病床

入院料2
187施設

7,986病床

入院料3
329施設

8,868病床

一般病棟
療養病棟

精神病棟

有床診療所一般 有床診療所療養

介
護
療
養
病
床

精神科救急
精神科急性期治療病棟

精神療養 認知症病棟

結核病棟 225施設、8,177病床

専門病院

20施設
6,151病床

広範囲熱傷 25施設、52病床

一類感染症
19施設
79病床

病床数 913,234床
病床利用率 76.6%
平均在院日数 19.0日

診療所後期高齢者
335施設、1,454病床

施設基準の
届け出：平
成20年7月1
日現在

718施設
288,610病床

2,608施設
110,730（人）

亜急性期
入院料１

1,017施設
11,951床

入院料２
45施設
900床

1,283施設
434,231病床

H21.7.1現在 病床数 343,400床
病床利用率 90.7%
平均在院日数 177.1日
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１９７３年（昭和４８年） 老人医療費無料化

１９８３年（昭和５８年） 老人保健法の制定

１９８４年（昭和５９年） 「特例許可老人病棟」の導入、看護補助者の配置

１９９０年（平成 ２年） ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十ヶ年戦略）の開始

１９９３年（平成 ５年） 「療養型病床群」の創設（第２次医療法改正）

２０００年（平成１２年） 介護保険制度の施行

２００１年（平成１３年） 「療養病床」の創設（第４次医療法改正）

療養病床を巡る経緯
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• 閣議決定（平成１５年３月）

「慢性期入院医療については、病態、日常生活動作能力（ＡＤＬ）、看護の必要度等
に応じた包括評価を進めるとともに、介護保険との役割分担の明確化を図る。」

• 平成１８年度診療報酬改定の基本方針（平成１７年１１月２５日）

「医療費配分の中で効率化余地があると思われる領域」として「患者の状態像に応
じた慢性期入院医療の評価の在り方」が例示。

• 医療制度改革大綱（平成１７年１２月１日）

「慢性期入院医療等の効率化の余地があると思われる領域については、適正化を
図る。」

医療療養病床の診療報酬を巡る議論

・ 医療の必要性が高い患者 → 医療療養病床へ

・ 医療の必要性よりもむしろ介護の必要度が高い患者→ 老健施設等へ



療養病床の評価の変遷
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一般病床・療養病床の
区分導入

第2次医療法
改正

第４次医療法
改正

特例許可
老人病棟

療養型
病床群

特例許可
老人病棟

「一般病床」 「療養病床」

「その他の病床」 「その他の病床」
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を
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定
療
養
を
廃
止

3



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1987 

昭和

62年

'90

平成

2

'93

5

'96

8

'99

11

2002

14

'05

17

'07

19

万床
1,686,696床

362,847床

総数

一般病床

精神病床

結核病床

療養病床

10,542床

343,400床（療養）

351,188床（精神）

913,234床

1,620,173床

各年10月１日現在

1,273,859床

療養型病床群 創設 介護保険制度 創設

療養病床 創設

病院病床数の推移
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出典：厚生労働省大臣官房統計情報部「平成19年度医療施設動態調査」
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全国平均 全病床

平成19(2007)年10月1日
(床)

1,268

出典：厚生労働省大臣官房統計情報部「平成19年度医療施設動態調査」

268.8

都道府県別人口10万対療養病床数（一般病床等との比較）



医療療養病床の施設基準等（介護保険施設との比較）

医療療養

病床

介護療養

病床

経過型

介護療養型

医療施設

介護療養型

老人保健

施設

老人保健

施設

ベッド数 約25万床 約10万床
－

（10施設）

約1300床※３

（H20.5創設）
約31万床

１人当たり

床面積
6.4㎡以上 6.4㎡以上 6.4㎡以上

8.0㎡以上

（大規模改修まで
は6.4㎡以上）

8.0㎡以上

平均的な

１人当たり

費用額※１

約49万円 約41.6万円 約38.6万円 約37.2万円※2 約31.9万円

人員配置

（60床当たり）

医師 3人

看護職員 12人

介護職員 12人

医師 3人

看護職員10人

介護職員10人

※介護15人まで評
価した報酬あり。

医師 2人

看護職員10人

介護職員15人

医師 1人＋α

看護職員10人

介護職員10人

※介護15人まで評価
した報酬あり。

医師 1人

看護職員 6人

介護職員14人

医療保険 介護保険財 源

※１ 多床室 甲地 の基本施設サービス費について、1月を30.4日と仮定し１月当たりの報酬額を算出。

※２ 介護職員を４：１で配置したときの加算を含む。

※３ 平成２１年６月現在 各都道府県より厚生労働省老人保健課へ報告された病床数に基づく。
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病 院 施 設施設の種類



療養病棟入院基本料における患者分類について
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（１）患者分類の妥当性について
患者分類は、医療区分及びADL区分を組合わせた9のケースミックス分類であり、慢性

期入院医療の包括評価に採用されている。もともと、当分科会の提案により平成18年度
診療報酬改定で導入され、平成20年度診療報酬改定に際して部分的な修正が行われた
ものである。

その妥当性について、当分科会は以前に、「18年度慢性期調査」の結果に基づいて「概
ね妥当である」※１と評価した。

「20年度慢性期調査」ではタイムスタディ調査を実施していないが、平成20年度診療報

酬改定の際に医療区分採用項目にほとんど変更を加えていないことから、現在において
も9分類の基本骨格の妥当性は維持されていると考えられる。

いずれにしても、高齢化の進展や医療技術の進歩等を勘案しながら、医療区分採用項
目の該当状況、その経年変化や、多項目該当※２の場合等に関する調査を今後も引き続
き実施していく必要がある。

※１ 「平成18年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査 報告書」（平成19年8月8日）の「４．（２）①概括的評

価」において、「医療区分及びＡＤＬ区分については、診療報酬改定後もタイムスタディ調査による患者１人１
日当たりの直接ケア時間の順序性が保持されていることが明らかとなったこと等から、概ね妥当であると考え
られた。」と記載。

※２ 現行の診療報酬では、１日に２つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区
分で療養病棟入院基本料を算定することとされている。

（平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査 報告書 より抜粋）



医
療
区
分
３

【疾患・状態】
・スモン ・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態

【医療処置】
・中心静脈栄養 ・２４時間持続点滴 ・人工呼吸器使用 ・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄
・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管 ・感染隔離室における管理
・酸素療法（酸素を必要とする状態かを毎月確認）

医
療
区
分
２

【疾患・状態】
・筋ジストロフィー ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病関連疾患
・その他の難病（スモンを除く）
・脊髄損傷（頸髄損傷） ・慢性閉塞性肺疾（COPD）
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 ・肺炎 ・尿路感染症
・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内 ・脱水かつ発熱を伴う状態
・体内出血 ・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 ・褥瘡 ・末梢循環障害による下肢末端開放創
・せん妄の兆候 ・うつ状態 ・暴行が毎日みられる状態（原因・治療方針を医師を含め検討）

【医療処置】
・透析 ・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 ・喀痰吸引
・気管切開・気管内挿管のケア ・血糖チェック
・創傷（皮膚潰瘍 ・手術創 ・創傷処置）

医療区分１ 医療区分２・３に該当しない者

医療区分
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